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投票に行きまし ょ う ！投票に行きまし ょ う ！
　 令和 5 年は、 地域に身近な統一地方選挙が行われます。

　 町民の皆さ んの大切な 1 票です。

●投票日等の予定

選挙名 投票予定日 期日前投票予定日 期日前投票場所

福岡県議会議員一般選挙 令和 5 年 4 月 9 日 令和 5 年 4 月 1 日～ 役場 1 階

多目的ホール広川町長選挙 令和 5 年 4 月 2 3 日 令和 5 年 4 月 1 9 日～

※令和 5 年 1 2 月には、 広川町議会議員一般選挙が予定さ れています。

●投票所の変更

投票所名 旧投票場所 新投票場所

期日前投票所 いこ っ と 2 階大研修室
役場 1 階多目的ホール

第 4 投票所 はなやぎの里 1 階ロビ ー

☆町村議会議員選挙における制度改正後の内容☆

　 令和 2 年 6 月に公職選挙法の一部改正が行われ、 町村議会議員選挙立候補者に対する 制度につ

いては公営負担等が拡充さ れまし た。

負担項目 内容等 限度額

一般運送契約

（ ハイ ヤー方式）

選挙運動用自動車と し て使用さ れた

料金合計額（ 1 日１ 台に限る ）

１ 日　   6 4 , 5 0 0 円

5 日間　 3 2 2 , 5 0 0 円

個別契約方式

（ 自動車借入契約）

選挙運動用自動車と し て使用さ れた

料金合計額（ 1 日１ 台に限る）

１ 日　   1 6 , 1 0 0 円

5 日間　   8 0 , 5 0 0 円

個別契約方式

（ 燃料供給契約）

選挙運動用自動車燃料代金

（ 1 日１ 台に限る）

１ 日　     7 , 7 0 0 円

5 日間　   3 8 , 5 0 0 円

個別契約方式

（ 運転手雇用契約）

選挙運動用自動車の運転従事者報酬

（ １ 日 1 人に限る ）

１ 日　   1 2 , 5 0 0 円

5 日間　   6 2 , 5 0 0 円

選挙運動用ビラ の作成料
1 枚当たり 7 円 7 3 銭

2 種類以内で 1 , 6 0 0 枚
1 2 , 3 6 8 円

選挙用ポスタ ーの作成料
4 6 枚（ ポスタ ー掲示場数）

1 枚当たり 7 , 4 1 7 円
3 4 1 , 1 8 2 円

選挙運動用ビラ の頒布解禁 上限 1 , 6 0 0 枚 ―　 　 　

供託金制度の導入 金額 1 5 万円 ―　 　 　

※制度の対象と なる候補者は、 得票数が供託物没収点以上に達し た候補者に限ら れます。

　 供託物没収点に達し ない候補者は、 供託物が没収と なり 、 選挙に要し た経費負担が適用さ れず、

すべて自己負担と なり ます。  


